
⑦
⑧

⑨

⑦該当年度の賦課限度額です。

⑧納期ごとの保険料額が記載されます。

普通徴収（納付書、口座引き落とし）による納付の場合は、 各期の納期限や決定保険料額、通知書作成時点で把握している

納付済額、決定保険料額から納付済額を差し引いた必要納付額が記載されます。

※口座振替の方は、納期限が振替日です。

⑨特別徴収（年金からの天引き）による納付の場合は、特別徴収義務者（年金保険者）の情報や、特別徴収の対象となる年金

の情報が記載されます。

① 公印

②

③

④

⑥

③納付方法が「口座振替」の方は、

別紙に口座情報が記載されます。

②お問い合せの際は

この番号をお伝えください。

①宛先は原則、世帯主です。

④調定年度…保険料を決定・変更した時点の年度です。

賦課年度…保険料の算定対象となった年度です。

⑤該当年度の保険料額です。

⑥世帯の保険料額の算定内訳や該当年度の保険料率が記載されます。

国民健康保険料は、医療分・後期高齢者支援金分（通知書では「支援分または後期支援分」と表記）・介護分に分けて計算し、

その合計が世帯の保険料額となります。

※ 『算定内訳』欄の詳しい説明は、国民健康保険料額通知書兼決定通知書の裏面『1.用語の説明について』をご参照ください。

⑤



⑩

⑪ ⑫ ⑬ ⑭

⑮

⑯

⑮氏名の右に『★』が印字されている方は、所得未判明の方です。（１月２日以降の転入の方や、未申告の方など）
保険料計算に必要な所得金額が判明していない状態です。

・該当年の１月２日以降に転入された方は、前住所地が前年の所得金額を把握していますので、前住所地へ所得状況を照会します。

所得が判明次第、保険料を再度計算し、金額が変更となった場合は、保険料変更の通知をお送りします。

・未申告の方も『所得未判明』と記載されます。未申告の方は、確定申告や市県民税申告などの所得申告をお願いします。

⑪世帯の当該年度において国民健康保険に加入している（していた）方・擬制世帯主及び特定同一世帯所属者（国民健康保険の被保険者から75歳

の年齢到達等により後期高齢者医療制度の被保険者になられた方）の氏名が記載されます。

⑫前年中の総所得金額等（※）から住民税基礎控除額（上限43万円）を差し引いた額です。

緩和措置や非自発的失業者に対する軽減等の適用がある場合は調整して保険料を計算します。

※総所得金額等とは、分離譲渡所得の特別控除適用後（雑損失の繰越控除は除く）の所得が算定対象となります。退職所得は算定対象となりません。

⑬加入者の保険料計算の対象となる月に記号（〇◎□■◆）が記載されます。また、記号の右側には合計月数が記載されます。

下段は「介護分」を示しています。記号等の詳しい説明は、通知書裏面『1．用語の説明について』の個人別内訳内をご参照ください。

⑭国民健康保険に加入している（していた）方の保険料の内訳です。医療分・後期支援分・介護分欄にそれぞれのあん分額が記載されます。

(計)個人あん分額には、それぞれの個人あん分額の合計額記載されます。

⑯保険料算定に関するご案内が記載されます。 （所得未判明の方がいる場合や保険料の減額制度等の適用がある場合など）

⑰ ⑰保険料の変更等が発生した場合、変更理由や異動情報等のご案内が記載されます。

⑩ ①と②の情報が記載されます。

⑱

⑱ ③の納付方法が口座振替の方のみ、情報が記載されます。

※口座振替の方で振替口座の記載がない場合は、同封の振替口座情報をご確認ください。


